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入札説明書 

 

令和７年５月７日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県障がい者更生相談所庁

用自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。 

 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合におい

て、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を

求めることができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異

議を申し立てることはできない。 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）契約件名 

福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務 

（２）契約期間 

令和７年６月２日～令和８年３月３１日 

（３）業務の内容 

別添「福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書」 

のとおり 

（４）履行場所 

福岡県障がい者更生相談所の指定する場所 

 

２ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 

  福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課 

  〒816-0804 春日市原町 3 丁目 1－7 

  （電話番号） 092-586-1055 

（電子メールアドレス） shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp  

 

３ 入札参加資格(地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５第１項の

規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)及び入札参加条件（地方自治

法施行令第 167 条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

令和７年５月１５日(木曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。 

  なお、開札時点においても同様であること。 

 

４ 一般競争入札参加条件確認 

（１）一般競争入札参加条件確認申請書の提出について 

入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。

入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者 

は、入札に参加することができない。 
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提出方法 提出先 提出期限 提出様式 

電子メール、郵送

又は持参 
２に示す部局 

令和７年５月１５日

（木）午後 5 時 00 分 

「一般競争入札参加条件確

認申請書」（様式１） 

注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 

注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。 

注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 

（２）一般競争入札参加条件確認結果の通知 

一般競争入札参加条件確認の結果は、令和７年５月１６日(金曜日）までに「一

般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。 

（３）その他 

ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出

した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担

とする。 

ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入

札参加条件の確認以外に使用しない。 

  エ 提出された書類は返却しない。 

オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は

認めない。 

カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、２の担当部局に行う

こと。 

 

５ 入札説明書等に関する質問 

（１）質問の受付 

入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。 

入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできな

い。なお、簡易な質問はこの限りでない。 

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 

電子メール 

又は持参 
２に示す部局 

令和７年５月１９日 

（月）午後 5 時 00 分 

「質問書」 

（様式２） 

注1 電子メールによる場合には着信の確認を電話で行うこと。 

注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 

（２）質問への回答 

質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 場所 

   ２に示す部局 

  イ 期間 

   令和７年５月８日（木曜日）から令和７年５月２２日（木曜日）までの毎日（た

だし、県の休日を除く。）、午前 9 時から午後 5 時まで 
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６ 入札保証金 

入札に参加する場合、あらかじめ（１）に示す入札保証金またはこれに代わる担

保を令和７年５月２３日(金曜日）午前 10 時 00 分までに２に示す部局に納付または

提供すること。ただし、（２）ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。 

（１）入札保証金の額 

見積金額（この号において「見積金額」とは、７（１）の入札書に掲げる入札金

額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の 100 分の 5 以上の額。 

（２）入札保証金の免除 

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の 100 分の 5 以上を保険金

額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 

提出方法 提出先 提出期限 提出物 

郵送又は持参 ２に示す部局 
令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ３ 日

（金）午前 10 時 00 分 
入札保険証書（原本） 

注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。 

注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。 

イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面

（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 

    ※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 

（３）入札保証金の還付 

入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。 

ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。 

 

７ 入札に関する事項 

（１）入札書の提出 

入札書の提出については次によること。また、入札に参加する者は、入札に関す

る事項（本「入札説明書」及び「入札及び開札参加心得書」）を十分理解し、すべ

て了知した上で入札に参加すること。 

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 

郵送又は持参 ２に示す部局 
令和７年５月２３日

（金）午前 10 時 30 分 

「入札書」（様式３） 

記 載 内 容 に つ い て は

（２）、封入について

は（３）を参照するこ

と。 

注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。 

注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。 

注 3 郵送又は持参以外の方法による入札は認められない。 
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（２）入札書の記載内容 

ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。 

  入札金額には、仕様書６（２）に記載する「基本管理時間を超過する見込み

の時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。 

イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の

10 に相当する金額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消

費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積

もった金額の 110 分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 

（３）入札書の封入等 

ア 持参による場合 

封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び

「令和７年５月２３日開封（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業

務）の第 1 回入札書」と朱書きすること。 

なお、第 1 回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに

再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の

入札書若しくは入札辞退届を提出すること。 

再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ（ｲ）及

び（ｳ）と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。 

イ 郵送による場合 

（ｱ）外封筒 

封皮に入札者の氏名（法人の場合は名称又は商号）を記載するとともに、

「令和７年５月２３日開封（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理

業務）の入札書在中」と朱書すること。当該封筒には、次の（ｲ）及び（ｳ）

の中封筒を封入の上、封かんすること。 

なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加し

ない場合は（ｳ）を同封する必要はない。 

（ｲ）第１回入札用封筒 

封皮に入札者の氏名（法人の場合はその名称又は商号）を記載するととも

に、「令和７年５月２３日開封（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行

管理業務）の第１回入札書」と朱書きし、第１回入札分の入札書を封入の上、

封かんすること。 

（ｳ）再度の入札用封筒 

封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、

「令和７年５月２３日開封（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理

業務）の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封か

んすること。 

なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書

が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。 
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また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入 

札者にはこれを返送する。 

（４）委任状 

代理人が入札する場合の委任状は、次によること。 

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 

郵送又は持参 ２に示す部局 

令和７年５月２３日

（金）午前 10 時 30 分 

※入札書提出期限と同じ 

「委任状」（様式

４） 

注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。 

注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。 

（５）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項（入札金額を除く）を訂正する場合

は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 

（６）入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行する

ことができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止す

ることがある。 

（７）入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

（８）入札を辞退する場合は、入札辞退届（様式５）を２の部局に開札日時までに到着

するよう提出しなければならない。 

 


